
議案第１３０号 

   市道路線の認定について 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、下記のとおり市

道路線を認定することについて、同条第２項の規定により議決を求める。 

  平成２４年９月１２日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

記 
 
 
   路  線  名 
 

 
延  長 

   ｍ 

 
幅 員 

  ｍ 
起   点 終   点 重要な経過地

J 第４７０号線 

 

60 

 

 

42 

 

 

4 

 

 

30 

 

さいたま市緑区道祖

土四丁目５１６番６

地先 

さいたま市緑区道祖

土四丁目５１６番１

地先 

 

１２８６４号線 
 

66 

 

 

90 

 

 

4 

 

 

00 

 

さいたま市北区本郷

町８７２番１０地先

さいたま市北区本郷

町８７２番６地先  

２２５２２号線 
 

339 

 

 

90 

 

 

6 

 

 

00 

 

さいたま市見沼区大

字南中丸字久保４６

２番１４地先 

さいたま市見沼区大

字南中丸字久保４５

２番２地先 

 

２２５２３号線 
 

19 

 

 

97 

 

 

6 

 

 

00 

 

さいたま市見沼区大

字南中丸字久保４６

２番１８地先 

さいたま市見沼区大

字南中丸字久保４５

２番１１地先 

 

２２５２４号線 
 

68 

 

 

52 

 

 

4 

 

 

50 

 

さいたま市見沼区大

字南中丸字山崎９８

２番９地先 

さいたま市見沼区大

字南中丸字山崎９８

３番１７地先 

 

２２５２５号線 
 

100 

 

 

78 

 

 

4 

 

 

50 

 

さいたま市見沼区大

字大谷字向原３９番

１０地先 

さいたま市見沼区大

字大谷字向原２６番

２地先 

 

３２６９４号線 
 

40 

 

 

80 

 

 

4 

 

 

00 

 

さいたま市大宮区 

引町一丁目５８２番

４０地先 

さいたま市大宮区 

引町一丁目５８２番

３５地先 

 

４１６８８号線 
 

69 

 

 

17 

 

 

4 

 

 

00 

 

さいたま市大宮区三

橋二丁目３１番２地

先 

さいたま市大宮区三

橋二丁目２１番１地

先 

 

 
 


